


３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

    (1) 勤務時間の状況（令和５年４月１日現在。交替制勤務を除く標準的なもの。） 

１日の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間  

７時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 正午から午後１時 

 

(2) 年次有給休暇の取得状況（令和５年度） 

対象職員 付与日数(Ａ) 取得日数(Ｂ) 平均取得日数 取得率（Ｂ／Ａ） 

２０人 ７４６日 ２７４日 １４日 ３６．７％ 
        ※対象職員は、令和５年１２月３１日に在職していた職員です。 
        ※付与日数には、前年から繰り越された日数を含みます。 
 

 (3) 時間外勤務及び休日勤務等の状況（令和５年度）   

時間外・休日勤務時間総時間数 職員１人当たり平均時間外・ 
休日勤務時間総時間数 

１，６８６時間 ８４時間 

         

(4) 特別休暇等の状況（令和５年４月１日） 
休暇の種類 付与日数・期間 

 公民権の行使  必要と認められる期間 
 証人、参考人等として官公署へ出頭  必要と認められる期間 
 骨髄液の提供  必要と認められる期間 
 災害等の被災地におけるボランティア活動  １暦年につき５日以内 
 結婚に伴う行事  連続する７日の範囲内 
 妊娠に起因する障害（つわり）  １０日以内 
 不妊治療に係る通院等  １暦年につき５日以内 
 通勤が母胎、胎児等に影響のある場合  １日１時間又は１日２回各３０分 
 母子健康法による保健指導又は健康診査  必要と認められる期間 
 業務が母胎及び胎児に影響のある場合  必要と認められる期間 
 妊娠１２週未満での流産  １０日以内 
 ８週（多胎は１４週）以内に出産する場合  出産の日までに申し出た期間 
 出産した場合  出産の翌日から８週間 
 生後１歳に満たない子の育児  １日１時間又は１日２回各３０分 
 生理日において業務困難な場合  ２日以内 
 妻の出産（入院の日から出産後１４日以内）の場合  ２日以内 
 妻の産前産後の期間中、夫が、出産した子又は小学 
校就学前までの子を養育する時 

当該機期間内において５日の範囲内の期間 

 保護する幼児の法定検診及び予防接種等  必要と認められる期間 
 親族（二等親以内）の看護  １暦年につき５日以内 
小学校就学の始期に達するまでの子を看護する場

合 
 １歴年につき５日 
（子が２人以上 １０日以内） 

要介護状態の家族の介護  １歴年につき５日 
（２人以上 １０日以内） 

 親族の葬儀等  死亡した親族に応じ１日から１０日以内 
 配偶者、父母又は子の追悼行事  １日 
 夏期における心身健康維持増進  連続する５日間（７月から９月の間） 
 自然災害等による住居の損壊  ７日の範囲内 
 自然災害等による交通遮断及び危機回避  必要と認められる期間 
 法令による交通遮断又は隔離  必要と認められる期間 



 結核疾患による勤務軽減  必要と認められる期間 
 通信制学校における授業への出席  必要と認められる期間 
 職務遂行に必要な資格取得のための試験  必要と認められる期間 
 国、県、その他公共団体からの表彰  必要と認められる期間 
 公共団体主催の運動競技会への参加  必要と認められる期間 
 職務に関連がある講習、講演等への参加  必要と認められる期間 
 管理者が特に必要と認める場合  必要と認められる期間 

   

  (5) 育児休業取得の状況（令和５年度） 

育児休業の承認 育児休業期間の延長 

             － 人                   － 人 

       ※令和３年度中に新たに育児休業の承認又は期間の延長を申し出た人数です。 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

    (1) 分限処分の状況（令和５年度） 

区分 降任 免職 休職 降給 計 

 心身の故障の場合 －名 －名 －名 －名 －名 

 

    (2) 懲戒等処分者数（令和５年度）                                          

          該当者なし 

 

５ 職員の服務の状況 

   (1) 職務専念義務免除の状況（令和５年度） 

 研修を受ける場合 － 人 

 厚生に関する計画の実施に参加する場合  ２６人 

 特別職又は他の地方公共団体の職を兼ね、その事務を行う場合 － 人 

 必要と認められる他の団体の職を兼ね、その事務を行う場合 － 人 

 法による不服申し立てをし、又は出頭する場合 － 人 

 その他特に必要と認められる場合 － 人 

計 ２６人 

  ※ 各区分、延べ人数です 

 

   (2) 営利企業等従事許可の状況（令和５年度） 

 営利を目的とする会社、その他の団体に役員、顧問、評議員 

 及びこれに準ずる職員の地位を兼ねる場合 

 
－ 人 

 自ら営利を目的とする私企業を営む場合 － 人 

 報酬を得て事業又は事務に従事する場合 １ 人 

計 １ 人 

   ※ 各区分、延べ人数です。 

 



６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 研修の状況（令和５年度） 

   （総括表）                                                  

区  分 
回数（回） 人数（人） 

研修区分 実 施 区 分 等 

集
合
研
修 

一般研修 

 自治研修所   階層別研修 ２ ２ 

 町村会 新規採用職員研修 １ １ 

 東北自治研修所 管理・監督者研修 ２ ２ 

 専門研修 
 自治研修所 

 法務・政策研修 １ ２ 

 実務研修 ４ ４ 

ステップアップ研修 － － 

 ＯＡ研修 － － 

 仙台市 等  その他研修 １０ １０ 

自主研修   － － 

派遣研修    － － 

 

  （宮城県自治研修所に委託して実施した研修） 

研 修 区 分 等 
場所 

期間 

（日） 

回数 

（回） 

人数 

（人） 
（男）

 
（女）

 
区 分 研  修  名 

集 

合 

研 

修 

一

般

研

修 

新規採用職員研修 
富谷 

４ １ １ １ － 

一般職員研修Ⅰ 
富谷 

４ １ １ １ － 

専

門

研

修 

研修担当者研修 
富谷 

１ １ １ １ － 

契約事務研修 
富谷 

２ １ ２ ２ － 

ＣＳ接遇理論と接遇講師実

践者研修 
富谷 １ ２ ２ － ２ 

クレーム対応研修 富谷 ２ １ １ １ － 

 

 

 

 

 

 

 

 



  （その他研修機関が実施した研修） 

研 修 区 分 等 
場所

 期間 

（日） 

回数 

（回） 

人数 

（人） 
（男）

 
（女）

 

区分 研  修  名 

 

一

般

研

修 

新規採用職員研修 仙台 ２ １ １ １ － 

管理・監督者研修〔危機管理コース〕 富谷 ２ １ １ １ － 

管理・監督者研修〔公務員のための

人材マネジメントコース〕 
富谷 ２ １ １ １ － 

専

門

研

修 
 

 
 

フォークリフト運転技能講習 仙台 ４ ３ ３ ３ － 

市町村等人事・給与担当者研修 富谷 ２ １ １ １ － 

刈払機作業従事者安全衛生教育講

習 
大衡 １ ３ ３ ３ － 

廃棄物処理施設積算要領研修会 東京 １ １ １ １ － 

廃棄物行政実務者研修 東京 １ １ １ １ － 

危険物取扱者保安講習 多賀城 １ １ １ １  

 

(2) 勤務成績の評定の状況（令和５年度） 

実施していません 

 

７ 職員の福祉の状況 

  (1) 福祉（健康診断）の状況（令和５年度）        

区   分 対象者 受診者 受診率 

 定期健康診断 ２０人 ２０人 １００％ 

 便潜血反応検査 １４人 １４人 １００％ 

       ※便潜血反応検査は、満４５歳以上の職員を対象に実施しています。 

 

８ 公平委員会の業務の状況 

 (1) 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和５年度） 

 該当なし 

  

 (2) 不利益処分に関する不服申立ての状況（令和５年度） 

 該当なし 


